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紹
介
と
批
評

稲
生
典
太
郎
著

　
　
『
日
本
外
交
思
想
史
論
考

　
　
第
一
　
条
約
改
正
論
の
展
開
』

一

　
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
日
本
が
列
国
と
締
結
し
た
不
平
等
条
約
の
改

正
は
、
明
治
外
交
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
つ
て
明
治
の
為
政
者
の
努
力
が
集
中
さ

れ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
条
約
改
正
を
学
間
的
に
フ
ォ
戸

i
す
る
試
み
は
後
年
多
く
の
歴
史
学
者
、
政
治
史
専
攻
者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て

来
た
。
し
か
し
今
日
ま
で
の
研
究
は
、
条
約
改
正
に
関
す
る
外
交
交
渉
の
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
｝
　
　
　
（
九
九
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

が
主
で
あ
つ
た
。
戦
時
中
の
山
本
茂
『
条
約
改
正
史
』
（
昭
和
一
八
年
、
高
山
書
院
）

戦
後
出
版
さ
れ
た
川
島
信
太
郎
『
条
約
改
正
経
過
概
要
』
（
昭
和
二
五
年
、
非
売

品
）
、
下
村
冨
士
男
『
明
治
初
年
条
約
改
正
史
の
研
究
』
（
昭
和
三
七
年
．
吉
川
弘

文
館
）
も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
稲
生
氏
の
著
書
は
以
上
の
も
の
と
は
異
つ
た
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
著
者
稲
生
氏
は
、
ま
ず
本
書
の
題
名
「
外
交
思
想
史
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。
「
対
外
交
渉
の
経
過
を
主
と
す
る
外
交
史
の
背
景
に
は
、
　
つ

ね
に
識
者
の
国
際
関
係
論
の
開
陳
が
あ
り
、
時
に
は
論
者
の
対
外
危
機
説
の
高

唱
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
底
流
に
は
広
く
国
民
の
対
外
意
識
の
う
つ
ろ
い
が
あ

る
。
こ
れ
ら
が
、
時
々
刻
々
推
移
す
る
国
際
関
係
の
諸
要
素
の
変
転
に
敏
感
に

即
応
し
て
、
具
体
的
に
は
、
外
交
政
策
論
と
な
り
、
あ
る
い
は
端
的
に
は
戦
争

論
に
飛
躍
し
て
、
新
聞
論
説
や
雑
誌
論
文
、
小
冊
子
や
著
書
と
し
て
世
上
に
行

わ
れ
、
国
民
各
界
各
層
の
関
心
や
思
想
な
い
し
は
感
情
と
交
錯
し
、
相
互
に
影

響
し
あ
う
。
…
…
」
（
ま
え
が
き
）
。
稲
生
氏
は
外
交
思
想
史
を
こ
の
よ
う
に
広

義
に
解
釈
し
て
、
年
代
を
幕
末
以
降
に
限
つ
て
今
回
は
条
約
改
正
を
取
り
あ
げ

た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
さ
ら
に
条
約
改
正
を
扱
う
に
あ
た
つ
て
次
の
よ
う

に
問
題
へ
の
接
近
を
行
う
．
改
正
事
業
が
長
期
に
わ
た
り
、
か
つ
そ
の
齎
す
利

害
得
失
は
国
民
上
下
に
重
大
な
関
係
が
あ
つ
た
た
め
、
当
時
の
言
論
界
、
政

治
界
、
宗
教
界
に
至
る
ま
で
各
方
面
か
ら
異
常
な
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
に

関
す
る
評
論
、
論
争
な
ど
「
条
約
改
正
論
」
と
称
す
る
一
群
の
政
治
外
交
意
見

が
展
開
さ
れ
た
と
し
、
著
者
は
「
一
国
の
外
交
交
渉
の
背
景
に
あ
っ
て
、
常
に

そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
実
は
そ
の
国
の
輿
論
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
外

交
輿
論
の
究
明
こ
そ
、
従
来
の
外
交
史
研
究
に
も
ま
し
て
重
要
な
研
究
主
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
　
　
ニ
ヘ
∪
○
∩
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な
る
」
（
四
頁
）
と
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
者
が
余
り
関
心
を
払
わ

な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
関
係
資
料
が
外
務
省
記
録
に
は
殆
ん
ど
存
在
せ
ず
、
む

し
ろ
民
間
流
布
の
一
般
刊
行
物
中
に
多
数
散
在
す
る
こ
と
を
知
つ
て
「
日
本
に

お
け
る
外
交
史
研
究
の
一
盲
点
の
那
辺
に
あ
る
か
手
摸
り
当
て
た
か
の
感
を
深

く
し
た
」
（
四
頁
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
欲
的
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
、

著
者
の
あ
く
な
き
資
料
蒐
集
は
十
数
年
に
及
ぶ
。
そ
の
一
端
は
、
既
に
同
氏
編

『
条
約
改
正
・
内
地
雑
居
関
係
文
献
目
録
』
　
（
昭
和
三
三
年
、
大
島
書
店
）
　
に
よ

り
、
一
部
の
専
門
家
に
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
日
著
者
は
「
条
約
改
正
論
の

関
係
資
料
の
う
ち
、
単
行
書
小
冊
子
形
式
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
従
来
諸
機

関
の
図
書
目
録
に
未
収
の
資
料
を
相
当
部
数
含
め
て
、
ほ
ぽ
網
羅
す
る
こ
と
が

出
来
た
と
信
ず
る
」
と
し
、
こ
の
上
に
立
つ
て
、
か
ね
て
か
ら
の
構
想
を
具
体

化
し
た
の
で
あ
る
。二

　
で
は
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
順
を
追
つ
て
、
問
題
点
を
挙
げ
て
行
こ
う
。

「
条
約
改
正
論
の
展
開
」
は
、
著
者
の
本
研
究
の
意
図
を
述
べ
、
か
つ
幕
末
、

明
治
初
年
、
明
治
一
〇
年
前
後
、
明
治
二
〇
年
代
初
頭
初
期
議
会
当
時
、
新
条

約
実
施
の
準
備
期
間
に
分
け
て
、
条
約
改
正
論
の
推
移
を
概
観
し
た
も
の
で
あ

る
。
他
の
収
録
論
文
が
、
学
会
誌
、
大
学
紀
要
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
再

録
で
、
年
代
的
に
若
干
の
「
穴
」
が
あ
る
点
を
補
つ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
各

年
代
の
条
約
改
正
論
に
対
す
る
著
者
の
考
え
も
鮮
明
に
打
出
さ
れ
て
、
興
味
深

い
一
章
と
な
つ
て
い
る
。

「
幕
末
に
お
け
る
公
武
の
条
約
論
議
ー
条
約
改
正
論
の
前
史
と
し
て
」
は
、



幕
末
の
一
五
年
間
は
、
条
約
改
正
史
の
上
で
は
条
約
締
結
時
代
と
さ
れ
、
当
時

の
条
約
に
関
す
る
意
見
そ
の
も
の
を
掘
り
下
げ
た
研
究
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に

は
「
幕
末
に
は
条
約
改
正
を
言
う
も
の
な
し
」
と
の
従
来
の
通
説
に
疑
間
を
持
つ

著
者
が
、
ペ
リ
ー
来
航
直
後
か
ら
兵
庫
開
港
問
題
に
至
る
条
約
改
正
論
を
追
つ

た
も
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
の
通
商
条
約
締
結
要
求
の
国
書
を
、
幕
府
は
広
く
諸

大
名
及
び
旗
本
有
司
に
示
し
、
条
約
締
結
の
可
否
に
関
す
る
存
念
書
を
提
出
せ

し
め
る
。
こ
の
段
階
で
は
条
約
改
正
論
の
起
る
余
地
は
殆
ん
ど
な
く
、
開
鎖
可

否
論
の
み
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
リ
ス
の
陳
述
書
に
対
す
る
諸
大
名
の

回
答
の
多
く
は
通
商
開
始
賛
成
で
撰
夷
的
鎖
国
論
は
影
を
ひ
そ
め
る
。
幕
府
は

朝
廷
側
へ
こ
の
事
情
を
説
明
さ
せ
る
た
め
林
大
学
頭
を
上
京
せ
し
め
た
が
、
こ

れ
に
対
し
、
公
卿
の
奉
答
書
は
神
国
に
異
類
雑
居
俳
徊
す
る
こ
と
は
許
せ
な
い

と
い
う
概
念
に
基
い
て
い
た
（
五
i
六
頁
）
．
幕
府
と
ハ
リ
ス
の
間
に
通
商
条
約

草
案
が
成
立
す
る
と
、
幕
府
は
そ
れ
に
調
印
す
る
以
前
に
一
応
天
皇
の
諒
解
を

得
る
べ
く
説
得
工
作
を
行
う
が
、
朝
廷
は
こ
の
説
得
に
応
ぜ
ず
、
和
親
条
約
の

線
へ
の
後
退
を
求
め
た
（
二
五
頁
）
。
勅
許
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
日
米
通
商
条

約
は
調
印
さ
れ
．
幕
府
は
朝
廷
の
事
後
承
諾
を
求
め
る
た
め
こ
の
条
約
は
十
数

年
後
の
「
条
約
改
正
」
ま
で
仮
り
に
試
行
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
問
に
富

国
強
兵
の
実
を
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
と
説
く
が
、
天
皇
は
ひ
た
す
ら
和
親
条
約

へ
の
「
引
戻
し
」
を
主
張
さ
れ
る
（
二
九
ー
三
〇
頁
）
。
こ
の
際
「
条
約
改
正
」

な
る
成
語
が
、
老
中
間
部
下
総
守
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
意
識
的
に
使
用
さ
れ
た

こ
と
が
資
料
に
現
わ
れ
て
来
る
の
は
興
味
深
い
。
本
章
で
特
記
す
べ
き
は
、
幕

末
に
お
い
て
も
条
約
の
修
正
に
つ
い
て
の
具
体
的
意
見
が
諸
種
の
公
式
の
意
見

書
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
幕
末
に
は
条
約
改
正
を
言
う
も

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
な
し
」
と
の
通
説
を
覆
し
た
点
で
あ
る
．

「
明
治
初
年
諸
条
約
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
－
i
条
約
改
正
論
発
生
の
前
提

に
よ
せ
て
」
は
、
一
、
明
治
政
府
が
成
立
し
て
か
ら
後
に
成
立
し
た
数
箇
の
条

約
の
締
結
の
事
情
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
従
来
一
括
し
て
問
題
に
さ
れ

て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
条
約
が
、
実
は
さ
ら
に
幾
つ
か
の
段
階
に
分
け
て
考
察
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
二
、
条
約
改
正
論
が
多
彩
で
、
政
府
攻
撃
に
事
欠
か
な
い

の
は
、
政
府
が
退
嬰
的
、
民
間
が
進
歩
的
で
あ
る
な
ど
の
事
情
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
問
題
の
性
質
上
、
当
然
か
く
な
つ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
二
点

を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
元
年
に
締
結

さ
れ
た
日
瑞
・
日
西
両
条
約
は
、
旧
幕
の
外
国
奉
行
に
よ
る
条
約
交
渉
の
延
長

と
考
え
て
然
る
べ
き
も
の
で
、
内
容
的
に
は
旧
幕
時
代
の
条
約
そ
の
も
の
で
あ

り
（
五
〇
頁
）
．
こ
れ
に
対
し
明
治
二
年
の
日
独
条
約
は
、
条
約
改
正
商
議
開
始

の
希
望
を
元
年
二
一
月
に
各
国
公
使
に
申
し
入
れ
な
が
ら
も
、
経
験
に
乏
し
い

外
交
に
不
馴
れ
な
明
治
政
府
外
国
宮
の
手
に
よ
つ
て
締
結
さ
れ
、
さ
ら
に
同
じ

明
治
二
年
の
日
懊
条
約
は
、
日
本
が
安
政
後
期
条
約
中
の
、
外
国
に
有
利
な
諸

規
定
を
殆
ん
ど
全
部
包
含
し
、
か
つ
そ
の
上
に
、
新
た
に
多
く
の
特
権
を
与
え

た
（
五
二
－
五
三
頁
）
と
い
う
よ
5
に
成
立
の
事
情
が
異
り
、
同
列
に
は
論
じ
ら

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
政
府
の
不
平
等
条
約

の
改
正
目
標
は
、
ω
治
外
法
権
、
即
ち
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
、
ω
関
税
自
主
権

の
獲
得
、
㈹
通
商
航
海
に
限
定
し
て
片
務
的
最
恵
国
条
款
の
双
務
的
条
款
へ
の

改
正
、
㈲
条
約
有
効
期
間
の
明
記
乃
至
は
条
約
廃
棄
条
項
の
掻
入
、
の
四
点
に

絞
ら
れ
る
が
（
五
五
頁
）
、
一
挙
に
四
者
を
実
現
し
う
る
か
否
か
は
、
の
扇
際
的

環
境
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
か
否
か
の
問
題
、
口
日
本
自
身
の
国
力
充
実
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
　
二
〇
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一
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紹
介
と
批
評

そ
の
主
張
を
強
く
打
出
し
得
る
や
否
や
、
の
二
つ
の
条
件
に
か
か
つ
て
く
る
と

著
者
は
云
う
（
五
六
頁
）
．
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
政
策
決
定
の
如
何
に
よ
つ
て
、

改
正
目
標
は
一
定
不
動
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
。
A
　
さ
き
の
ω
1

＠
の
四
者
を
一
挙
に
獲
得
す
る
方
針
で
行
く
か
、
特
定
の
条
項
の
み
を
改
訂
し

て
ゆ
く
漸
進
主
義
で
ゆ
く
か
。
ω
前
老
な
ら
ば
新
条
約
の
締
結
と
な
り
、
＠
後

者
な
ら
条
約
の
修
正
改
訂
で
あ
り
、
B
　
さ
き
の
O
を
政
策
的
に
い
か
に
解
釈

し
、
実
際
化
し
て
ゆ
く
か
。
C
　
漸
進
主
義
で
ゆ
く
と
し
て
も
、
例
え
ば
法
権

の
回
復
で
も
い
か
な
る
段
階
で
い
か
に
主
張
し
て
ゆ
く
か
は
千
変
万
化
で
あ
り

う
る
。
D
　
税
権
の
諸
主
義
の
う
ち
、
何
れ
を
と
る
か
の
問
題
。
政
府
は
、
ω

以
下
、
e
以
下
、
A
以
下
の
幾
多
の
条
件
の
中
か
ら
、
僅
か
一
系
列
の
組
合
わ

せ
し
か
選
択
し
得
な
い
で
、
そ
の
特
定
の
組
合
わ
せ
の
条
件
に
よ
る
政
策
に
よ

つ
て
、
外
交
交
渉
を
行
5
ほ
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
対
す
る
側

は
、
自
由
自
在
の
組
合
わ
せ
を
作
つ
て
立
論
し
、
政
府
を
攻
撃
、
妨
害
し
た

の
で
あ
つ
た
。
条
約
改
正
論
が
多
彩
で
あ
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
つ

て
、
政
策
論
と
し
て
捉
え
を
よ
り
も
、
さ
ら
に
広
く
視
野
を
と
つ
て
、
当
時
の

政
治
思
想
の
展
開
と
し
て
観
察
す
る
方
が
、
よ
り
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
る
著

者
の
指
摘
（
五
七
頁
）
は
鋭
い
．

「
条
約
改
正
論
の
｝
源
流
に
つ
い
て
i
公
議
所
に
お
け
る
外
交
論
議
」
は
、

太
政
官
政
府
が
制
定
し
た
一
種
の
議
会
制
度
で
あ
る
公
議
所
が
、
明
治
二
年
に

開
院
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
に
お
い
て
全
国
各
藩
代
表
が
開
陳
し
た
条
約
改
正
に

関
す
る
意
見
を
採
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
公
議
所
に
お
け
る
一

群
の
外
交
条
約
論
議
は
、
時
期
的
に
最
も
古
い
段
階
に
位
置
し
、
後
に
大
い
に

展
開
す
る
問
題
を
一
通
り
は
採
り
上
げ
て
論
議
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
の
論
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老
は
、
人
的
接
触
に
よ
つ
て
、
恐
ら
く
明
治
中
葉
の
種
々
の
様
相
に
富
む
条
約

改
正
論
の
盛
行
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
よ
つ

て
、
こ
こ
に
お
け
る
外
交
論
議
を
条
約
改
正
論
の
一
源
流
と
し
て
取
り
上
げ
た

と
云
う
（
六
〇
頁
）
。
こ
こ
に
は
諸
藩
内
の
箇
々
人
の
意
見
が
藩
と
い
う
垣
根
を

取
り
払
つ
た
上
で
、
公
議
所
と
い
う
共
通
の
広
場
に
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
議
論
は
、
当
時
の
日
本
の
有
識
階
級
の
一
応
の
水
準
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
極
め
て
保
守
的
で
、
対
外
的
に
は
撰
夷
気
分
濃
厚
で
あ
る
が
、
条
約
改
正

そ
の
も
の
に
対
し
て
は
賛
成
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
政
府
の
改
正
交
渉
の
論
題
に

一
国
主
権
の
回
復
と
い
う
主
張
が
出
て
く
れ
ぽ
、
双
手
を
挙
げ
て
賛
成
す
る
国

権
論
者
と
し
て
の
全
国
的
呼
応
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
後
の
条
約
改

正
論
と
内
地
雑
居
論
の
原
型
が
充
分
に
含
ま
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

「
明
治
四
年
の
『
擬
新
定
条
約
草
本
』
に
つ
い
て
」
は
、
従
来
、
明
治
四
年
岩

倉
全
権
大
使
一
行
が
米
欧
回
覧
出
発
の
直
前
、
外
務
省
が
当
時
の
進
歩
的
知
識

人
を
総
動
員
し
て
条
約
改
正
の
下
調
べ
を
行
つ
た
事
実
の
片
鱗
は
知
ら
れ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
が
、
著
者
が
外
務
省
記
録
、
内
閣

文
庫
な
ど
で
発
見
し
た
「
擬
新
定
条
約
草
案
」
を
紹
介
し
、
そ
の
間
の
事
情
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
草
案
が
、
旧
条
約
の
綜
合
的
修
正
を
基

本
的
方
針
と
す
る
故
に
、
岩
倉
の
外
務
卿
就
任
に
よ
り
、
全
然
新
規
の
構
想
を

も
つ
て
対
等
条
約
締
結
へ
直
接
持
つ
て
行
く
工
作
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
の
評

議
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
旧
条
約
の
綜
合
的
修
正
を
基
本
方
針
と
す

る
「
草
案
」
は
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
論
が
な
さ
れ
る

（
一
一
二
頁
）
。

「
明
治
七
年
に
お
け
る
森
有
礼
の
条
約
試
案
と
外
交
意
見
」
は
、
明
治
七
年
の



時
点
に
お
い
て
、
当
時
前
駐
米
公
使
で
あ
り
、
外
国
条
約
改
締
書
案
取
調
局
主

任
理
事
官
で
あ
つ
た
森
が
、
寺
島
外
務
卿
の
下
に
あ
つ
て
い
か
な
る
意
見
を
有

し
て
い
た
か
を
探
つ
た
も
の
で
あ
る
。
森
の
条
約
案
が
か
な
リ
ラ
デ
ィ
カ
ル
で

あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
駐
日
ア
メ
リ
カ
公
使
ビ
ン
ハ
ム
に
よ
つ
て
も
充
分
検
討
さ

れ
て
い
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
一
七
頁
）
。

「
鹿
鳴
館
時
代
の
内
地
雑
居
論
」
は
、
井
上
馨
外
務
卿
－
外
務
大
臣
在
任
中
の

後
半
期
、
所
謂
鹿
鳴
館
時
代
に
お
け
る
内
地
雑
居
論
を
、
当
時
の
新
聞
、
小
冊

子
か
ら
た
ん
念
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
初
期
議
会
に
お
け
る
条
約
改
正
問
題
」
は
、
第
一
回
帝
国
議
会
か
ら
第
六
回

帝
国
議
会
に
至
る
期
間
に
お
い
て
、
当
時
の
議
会
に
お
い
て
論
議
さ
れ
た
条
約

改
正
問
題
の
推
移
を
、
官
報
の
議
会
速
記
録
を
通
じ
て
フ
ォ
・
1
し
た
も
の
で

あ
る
．
議
会
に
お
い
て
は
、
政
府
の
条
約
改
正
事
業
の
進
捗
状
況
な
ら
び
に
基

本
方
針
に
関
し
て
は
屡
々
質
問
が
行
わ
れ
、
政
府
の
外
交
は
天
皇
大
権
に
属
す

る
か
ら
答
弁
の
限
り
で
は
な
い
と
す
る
や
り
方
に
対
し
、
議
会
と
し
て
は
外
交

に
関
す
る
上
奏
案
を
も
つ
て
こ
れ
に
対
抗
し
、
政
府
は
屡
次
に
渉
る
衆
議
院
解

散
を
も
つ
て
之
に
報
い
た
有
様
が
描
か
れ
る
。

「
仏
教
徒
側
の
内
地
雑
居
反
対
運
動
と
そ
の
資
料
に
つ
い
て
」
は
．
従
来
殆
ん

ど
閑
却
さ
れ
て
来
た
問
題
で
、
明
治
三
二
年
七
月
か
ら
改
正
条
約
の
実
施
に
伴

い
外
国
人
が
内
地
雑
居
を
行
う
に
つ
れ
、
仏
教
界
の
人
々
が
種
々
対
抗
運
動
を

展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
二
年
に
は
尊
王
奉
仏

大
同
団
派
の
意
見
に
、
内
地
雑
居
が
単
に
キ
リ
ス
ト
教
を
蔓
延
さ
せ
る
の
み
な

ら
ず
、
外
国
資
本
の
無
制
限
の
流
入
と
、
未
だ
基
礎
の
確
立
し
て
い
な
い
日
本
の

資
本
主
義
構
造
の
破
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

目
に
値
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
（
一
七
六
t
一
七
七
頁
）
．
さ
ら
に
キ
リ
ス

ト
教
排
撃
の
た
め
の
仏
教
界
の
動
き
と
そ
の
関
心
事
項
を
、
当
時
出
版
さ
れ
た

宣
伝
的
小
冊
子
、
「
通
俗
仏
教
新
聞
」
の
記
事
を
通
し
て
見
る
（
一
七
八
i
一
八

八
頁
）
．
キ
リ
ス
ト
教
側
も
こ
れ
に
反
撃
を
加
え
、
論
争
が
展
開
さ
れ
る
が
、
明

治
三
二
年
夏
の
仏
教
を
国
家
の
公
認
宗
教
に
せ
よ
と
の
運
動
を
最
後
に
仏
教
徒

側
は
沈
黙
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
急
速

な
拡
大
が
見
ら
れ
ず
、
仏
教
徒
側
の
議
論
が
杷
憂
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
つ
た
こ
と
、
日
本
仏
教
各
派
の
韓
国
清
国
に
お
け
る
布
教
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
、
を
挙
げ
る
。

「
新
条
約
実
施
準
備
期
に
お
け
る
二
三
の
事
実
」
は
、
明
治
二
七
年
か
ら
三
二

年
に
至
る
五
年
間
の
所
謂
新
条
約
実
施
の
準
備
期
間
に
お
い
て
、
政
府
が
法
的

整
備
に
つ
い
て
忙
殺
さ
れ
て
い
る
一
方
、
民
間
で
は
各
種
団
体
が
条
約
実
施
に

伴
5
諸
事
項
を
種
々
の
見
地
か
ら
研
究
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
政
府
の
条
約
実
施
準
備
委
員
会
の
設
置
に
伴
い
、
民
間
に
お
い
て
は
、
貴
衆

両
院
議
員
、
官
吏
、
大
学
教
授
、
実
業
家
な
ど
を
会
員
と
し
て
、
明
治
三
〇
年

七
月
、
「
条
約
実
施
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
同
会
は
毎
月
研
究
会
を
開
催
し

て
、
か
な
り
高
度
の
専
門
的
研
究
を
行
い
、
純
然
た
る
学
術
研
究
団
体
も
「
改

正
条
約
研
究
会
」
を
組
織
し
、
新
条
約
を
研
究
す
る
な
ど
、
そ
の
動
き
は
極
め

て
活
淡
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
一
段
と
通
俗
的
な
民
間
人
の
活
動
も
行
わ
れ
、
新

条
約
実
施
に
関
す
る
啓
蒙
書
が
続
々
と
出
版
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
啓
蒙

書
を
、
一
、
新
条
約
の
理
解
の
た
め
の
条
約
集
の
形
式
を
と
つ
た
も
の
、
二
、

通
関
手
続
き
の
改
正
の
解
説
書
、
三
、
新
条
約
実
施
の
社
会
的
影
響
に
着
目

し
、
国
民
の
杷
憂
を
除
去
し
、
外
国
人
と
の
接
触
に
つ
い
て
詳
細
な
注
意
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
（
一
〇
〇
三
）
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介
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え
る
態
の
著
書
、
四
、
商
工
業
者
を
対
象
と
し
た
新
条
約
実
施
の
た
め
の
手
引

き
書
、
五
、
外
国
風
の
礼
儀
作
法
の
説
明
あ
る
い
は
外
国
人
に
日
本
の
習
俗
を

解
説
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
六
、
外
国
人
と
の
会
話
の
手
引
、
七
、
絵
本
・
双

六
等
の
時
局
あ
て
込
み
の
際
物
出
版
の
小
児
版
、
に
分
類
し
、
各
々
に
つ
い
て

簡
単
に
解
説
を
施
し
て
い
る
（
二
〇
二
i
二
〇
九
頁
）
．

「
条
約
改
正
史
上
に
お
け
る
二
三
の
事
実
」
は
、
一
．
伊
藤
枢
密
院
議
長
、
榎

本
外
相
．
青
木
駐
独
公
使
の
三
者
が
、
青
木
前
外
相
辞
任
後
、
一
時
棚
上
げ
さ

れ
て
い
た
条
約
改
正
交
渉
の
再
開
に
つ
い
て
下
相
談
を
す
る
が
、
そ
の
年
月
日

を
直
接
資
料
に
よ
つ
て
明
治
二
五
年
三
月
五
日
と
断
定
し
、
二
、
明
治
二
二
年

学
習
院
長
三
浦
観
樹
が
大
隈
外
相
の
条
約
改
正
案
反
対
を
上
奏
す
る
が
、
従
来

不
明
で
あ
つ
た
上
奏
の
期
日
を
九
月
二
六
日
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
、
三
、
原

敬
の
『
現
行
条
約
意
見
』
（
明
治
二
五
年
一
〇
月
）
を
紹
介
し
、
四
、
改
正
条
約
の

実
施
に
当
つ
て
内
地
雑
居
を
仏
教
徒
が
嫌
い
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
恐

怖
し
て
こ
れ
を
攻
撃
す
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
側
の
反
撃
を
資

料
を
挙
げ
て
紹
介
し
、
五
、
福
地
源
一
郎
が
岩
倉
遣
欧
米
使
節
の
一
行
に
加
わ

り
、
明
治
六
年
に
エ
ジ
プ
ト
混
成
裁
判
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
書
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
書
の
現
物
は
未
知
で
あ
つ
た
も
の
を
、

著
者
が
内
閣
文
庫
で
発
見
し
た
次
第
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
『
条
約
改
正
』
の
資
料
」
は
、
一
、
資
料
集
、
二
、
既
知
の
稀
観
資
料
と
し

て
．
井
上
外
務
卿
『
閣
議
票
請
書
』
、
本
野
一
郎
『
治
外
法
権
問
題
』
、
青
木
周

蔵
『
条
約
改
正
記
事
』
、
原
敬
．
現
行
条
約
意
見
聾
一
』
な
ど
を
、
三
、
新
資
料

集
と
し
て
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
官
庁
文
書
の
い
く
つ
か
、
博
覧
会
社
編
『
京
都

博
覧
会
規
則
』
、
岡
田
重
敏
編
『
政
談
演
説
』
、
小
栗
憲
一
『
雑
居
準
備
・
日
本
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人
は
必
ず
読
む
べ
し
』
な
ど
を
、
五
、
明
治
二
〇
年
の
秘
密
出
版
物
と
建
白
書

と
し
て
、
『
秘
禾
録
』
、
『
日
本
の
燈
』
、
『
心
の
志
ほ
り
』
、
長
野
県
有
志
の
『
建

白
書
』
な
ど
を
解
説
を
付
し
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

三

　
以
上
の
紹
介
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
稲
生
氏
の
新
鮮
な
問
題
意
識

が
、
そ
の
あ
く
な
き
資
料
蒐
集
の
意
欲
に
よ
つ
て
結
実
し
た
成
果
が
本
書
で
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
新
資
料
の
発
見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
従
来
の
通
説

を
訂
正
し
た
点
、
条
約
改
正
論
を
政
府
の
売
国
条
約
に
対
す
る
人
民
の
抵
抗
と

い
つ
た
単
純
な
規
定
を
せ
ず
論
理
的
に
解
明
し
た
点
な
ど
は
大
い
に
評
価
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
著
者
は
、
本
書
に
続
い
て
『
日
本
外
交
思
想
史
論
考
　
第
二
－
内
地
雑
居

論
の
消
長
』
を
準
備
中
で
あ
る
と
聞
く
。
稲
生
氏
の
真
摯
で
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究

成
果
が
完
結
す
る
日
を
心
か
ら
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
。

（
二
五
〇
頁
、
小
峯
書
店
発
行
、
八
三
〇
円
）
　
　
　
　
　
（
昭
四
二
・
五
・
二
〇
）
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池
井
　
優
）


